
  各チームの主な取組状況（働き方改革・休暇取得促進チーム）        

○ 本省幹部が業界のリーディングカンパニーを訪問（平成26年9月より実施）。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○ 各都道府県に、労働局長を本部長とする「働き方改革推進本部」を設置し、管内のリーディング 
 カンパニーを訪問のうえ、企業のトップに働きかけを実施（5月末現在で約300社に働きかけを実施）。 

本省幹部及び都道府県等同局幹部による企業経営陣への働きかけ 

【参考１】 Ａ社 
・経営トップ自ら、会議を30分で切り上げ、簡素な資料で
意思決定することを徹底し、社員の業務効率も向上  

・営業部門にモバイルＰＣを配布し、出先から決裁、契約
手続等を可能とするよう業務プロセス改革を実践 

・フレックスタイム制のコアタイムを１時間前倒しし、 
 20時以降の勤務を原則禁止 
 
 

【参考２】 Ｂ社 
・18時にＰＣが自動的にシャットダウンする機能を導入し、
早帰りと残業削減の意識付けを図っている 

・病気により入院が必要となった場合の特別休暇制度等を
整備「日本再興戦略」改訂2015（平成26年6月30日閣議決定） ＜抄＞ 

【参考３】 Ｃ社  
・定休取得計画を提出させ、計画期間中の計画と実績を随
時し、計画とズレが生じた場合、部門長に報告し完全取
得するための計画立て直しを指導 

・18時以降残業する社員数（残留率）を10％以内とする
「10％ルール」を定め、事前申請なしの残業を禁止 

 
【参考４】 D社 
・経団連からの「夏の生活スタイル変革」に関する要請を
きっかけに、フレックスタイム制の適用を受ける社員を
対象に7～9月の期間、朝型勤務を奨励。 

・従業員の柔軟な働き方を後押しするため、コアタイムを1
時間短縮し、定時より早く出社し、早く帰宅することを
社員に呼びかけ。 

（参考） 
Ａ社 富士ゼロックス 
Ｂ社 日新火災 
Ｃ社 良品計画 
Ｄ社 デンソー 

○ 塩崎大臣、山本副大臣、髙階政務官、労働基準局長、審議官による経団連、連合等へ協力の要請。 
  ・２０１４年１０月：「働き方改革」に向けた取組の要請 
  ・２０１５年 4月：「夏の生活スタイル変革（ゆう活）」に向けた取組の要請 

労使団体への要請 

訪問企業⇒日新火災（12／4山本副大臣）、カルビー、伊藤忠商事、富士ゼロックス など４０社（7/1時点） 
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資料２－１ 



「働き方・休み方改善ポータルサイト」を利用して働き方改革を進めてみませんか 

 厚生労働省では、企業の皆さまが社員の働き方・休み方の改善に向けた検討を行う際に活用できる「働き方・休み方改善ポータルサイ
ト」を開設しました。サイトでは、専用指標によって企業診断ができる「働き方・休み方改善指標」や、「企業における取組事例」などを
掲載しています。社員が自らの働き方・休み方を振り返るための診断も行えます。 
 長時間労働や休暇が取れない生活が常態化すれば、社員のメンタルヘルスに影響を及ぼす可能性が高くなり、生産性が低下します。また、
企業としては、離職リスクの上昇や、イメージの低下など、さまざまな問題が生じることになります。社員のために、そして企業経営の観
点からも、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進が求められています。 

働き方改革ツールを提供します 
  １ 専用指標による企業診断ができます 

「働き方・休み方改善ポータルサイト」 
http://work-holiday.mhlw.go.jp 

（平成27年１月30日開設） 

診断結果に基づき対策を提案します 

企業の取組事例を詳しく紹介します 

  ２ 

  ３ 

  ５ 

提案内容に関連した取組を実施して
いる企業の取組概要を紹介します 

  ４ 
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【建設】 ㈱長岡塗装店、㈱井木組  

【製造】コニカミノルタ㈱、カシオ計算機㈱、富士ゼロックス㈱、カルビー㈱、 

     本田技研工業㈱、㈱トクヤマ、日本発条㈱、㈱アマダ、住友電装㈱、 

     ㈱デンソー、オーアイ工業㈱、㈱コロナ、宇部興産㈱ 

【製薬】アステラス製薬㈱、富田製薬㈱、丸善製薬㈱、小林製薬㈱ 

【電気・ガス・熱供給・水道】西部ガス㈱、北陸電力㈱ 

【情報通信業】 NECネッツエスアイ㈱、㈱ソフテム 

【運輸、交通インフラ】全日本空輸㈱、東京急行電鉄㈱、阪神高速道路㈱ 

【商社】三井物産㈱、双日㈱ 

【小売】㈱東急ハンズ、㈱丸井グループ、㈱ランクアップ、㈱良品計画 

【保険】日新火災海上保険㈱、東京海上日動火災保険㈱、 

             住友生命保険相互会社、損害保険ジャパン日本興亜㈱ 

【証券】野村證券㈱ 

【金融】㈱千葉銀行、 ㈱三菱東京UFJ銀行、㈱西京銀行、 ㈱京葉銀行、 

     三井物産ロジスティクス・パートナーズ㈱、埼玉縣信用金庫 

【物品賃貸】拓新産業㈱ 

【医療,福祉】 ㈱ＬＯＯＰ 

【ビルメンテナンス】 ㈱さんびる 

【専門・技術サービス】 ㈱オプト、㈱アルファ技研 

【その他サービス】宗盛電気サービス㈱ 

「働き方・休み方改善ポータルサイト」掲載例 ～伊藤忠商事株式会社～ 

この他にも以下の企業の取組内容を掲載しております。 
       ※6/23時点 
 

３ 



 厚生労働省のHPに「ゆう活」専用のページを作成。趣旨や政府の取組だけでなく、実際に取り組
んでいる企業を紹介。取組内容の詳細は「働き方・休み方改善ポータルサイト」の内容とリンク 

「ゆう活」取組企業掲載例 ～厚生労働省ホームページ～ 

 

 

【鉱業】国際石油開発帝石株式会社、石油資源開発株式会社 

【製造】王子ホールディングス、オエノンホールディングス、キヤノン株式会社、 

     キヤノンエコロジーインダストリー株式会社、キヤノン化成株式会社、 

     キヤノンセミコンダクターエクィップメント株式会社、株式会社デンソー、 

     富士ゼロックス株式会社 

【電気、ガス】北海道電力株式会社、京葉瓦斯株式会社 

【情報通信業】ＳＣＳＫ株式会社 

【鉄道】東京急行電鉄株式会社、西武鉄道株式会社 

【商社】伊藤忠商事株式会社 

【銀行】株式会社千葉銀行、株式会社七十七銀行、株式会社静岡銀行、 

     名古屋銀行株式会社、,武蔵野銀行株式会社、みちのく銀行株式会社 

【保険】損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

【福祉事業】株式会社ＬＯＯＰ 

【専門サービス】株式会社オプト、株式会社建設技術研究所 

【農業】有限会社桜江町桑茶生産組合 

【その他】日本経済団体連合会、北海道経済団体連合会、日本印刷産業連合会 

       

ゆう活取組企業・団体等 

４ 



各チームの主な取組状況（働き方改革・休暇取得促進チーム） 

（参考） 
Ａ社 富士ゼロックス 
Ｂ社 日新火災 
Ｃ社 良品計画 
Ｄ社 デンソー 

都道府県労働局への指示事項 

日付 指示事項 通達番号 

平成26年12月22日 「働き方改革」の推進について 
・働き方改革推進本部の設置（本部長：労働局長） 
・労使団体への協力要請 
・企業への働きかけ 
・都道府県等との連携 
・取組事例の情報発信 

基発1222第1号 
基政発1222第1号 

平成27年1月21日 地域住民生活等緊急支援のための交付金の活用による「働き方改革」の推進に
ついて 

・まち・ひと・しごと創生に関する総合戦略の作成に当たり、働き方改革に関
するメニューを盛り込むなど効果的な働きかけを指示 

基発0121第３号 

平成27年3月27日 「夏の生活スタイル変革」の推進について 
・労使団体等への協力要請 
・企業トップへの働きかけ 
・都道府県との連携 
・取組事例の情報発信 

基発0327第34号 

平成27年4月24日 「夏の生活スタイル変革」の通称等について 

・次官級連絡会議で決定した通称（「ゆう活」）とロゴマークを用いた働きか 
けを指示 

基発0424第6号 

平成27年6月10日 夏の生活スタイル変革の推進に当たって留意すべき事項について 

・本省ＨＰに記載の「ゆう活」取組企業を増やし、気運を醸成すべく、ゆう活
に取り組む企業の情報収集、情報発信を指示 

事務連絡 

５ 



都道府県労働局 働き方改革推進本部の主な取組状況 

地方自治体や労使団体等との連携した効果的な取組 

♦ 地方自治体や労使団体と協議会等を設置し、共同宣言等の取組を推進 
 
【東京労働局の例】 
 ☞ 労働局、東京都、連合東京、東京経営者協会、東京都商工会連合会、東京都商工会議所、 
  中小企業団体中央会が参画する、「東京の成長に向けた公労使会議」にて「働き方改革に関する共 
  同宣言」を発表（５月２８日）。 
 
【愛媛労働局の例】 
 ☞ 労働局、愛媛件及び県内の労使経済団体等９団体と共同で、「えひめ働き方改革宣言」を実施 
  （６月１６日）。 

 
【愛知労働局の例】 
  

 ☞  ２月４日、協議会に参画する県・労使団体が働き方改革に関する共通認識を持って、取組を進 
  めるよう「共同宣言」を作成し、メッセージを発信。 
 ☞ 共同宣言に賛同する団体の募集、働き方改革を宣言し自主的な取組を行う企業の募集を行い、 
  ＨＰに掲載。  

 
【上記のほか他局の事例】 
 ・ 労使団体、学識者等の参画する懇談会の開催、宣言文書の採択等を予定【和歌山労働局】 
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都道府県労働局 働き方改革推進本部の主な取組状況 

地域の実情に応じた効果的な取組を推進 

♦ 地方自治体・労使団体等との役割分担を明示して取組等を推進 
 
【香川労働局の例】 
 

 ☞ 香川県、連合香川、香川県経営者協会、香川労働基準協会のトップに対し、働き方改革推進本部 
 

  の構成員として、参加を要請。  
  

   県・労使団体が一体となって働き方改革を進めることに理解を得て、本部に参画。 
 ☞ 本部会議を開催し、県や各労使団体が合意して、各参加機関の役割分担を明示した「香川働き方 
  改革推進基本方針」を作成し、労働局長と県が合同して企業トップへの働きかけ、市町を含む団体 
  への協力要請などの取組を実施。 
 

【神奈川労働局の例】 
 

 ☞ 神奈川県及びすべての政令指定都市（横浜市、川崎市、相模原市）に対し、働き方改革推進本部 
  の構成員として参加を要請し、第2回本部会議に４自治体が参画。  
   ☞ 地方自治体等との連携による地域全体の気運の醸成等を図り、働き方改革を実現させるための 
  具体的な行動方針を示した「働き方改革の実現のための行動計画」を、４自治体とともに決定 
  （一部改正）し、地方自治体との強力な連携の下、地域全体への浸透を図るための取組の実施 
      を合意。 
          

地方自治体や労使団体等との連携した効果的な取組 
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都道府県労働局 働き方改革推進本部の主な取組状況 

地域の実情に応じた効果的な取組を推進 

♦ 地方自治体の雇用施策実施方針等に明記し、協働の取組を推進 
  
【和歌山労働局の例】   
  

 ☞ １月２３日、働き方改革推進本部を立ち上げるに際し、県知事に説明の上、副本部長として 
  和歌山県産業観光労働部長が参画、また和歌山市も構成員として参画。 
   その後、県副知事等と平成27年度の「雇用施策実施方針」について協議し、働き方改革の推進 
  に関する内容を盛りこむことで合意。 
 
【上記のほか他局の事例】 
 ・ 労働局と県との「雇用対策協定」事業計画（27年度）に働き方改革の内容を盛りこむ【高知労働局】 

 
 

♦ 地方自治体・労使団体との共同記者会見による情報発信 
 

【大阪労働局の例】  
 

 ☞ 大阪労働局長から大阪府、関西経済連合会、連合大阪に対し働き方改革を進めるよう要請した 
  後、臨時に４者共同の記者会見を開催。 
   共同記者会見において、従来の働き方に対する意識を変えて、働き方を見直すことが必要で 
  あるとのメッセージを発信し、その模様が大きく報道された。 
 

地方自治体や労使団体等との連携した効果的な取組 
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都道府県労働局 働き方改革推進本部の主な取組状況 

地域の実情に応じた効果的な取組を推進 

♦ 地方自治体との共同の要請等 
 
【沖縄労働局の例】 
 

 ☞ 沖縄県内の労使団体（7団体）に対する働き方改革の実現に向けた取組に関する要請について、 
  団体の了解を得て、要請日時・場所等を事前に公表。 
 ☞  ２月４日、労働局会議室において、県内の労使団体のトップに対し、県知事と労働局長が 
      共同で連名の要請書を直接手交。団体へ要請する場面を報道機関にも公開し報道された。 
 ☞ このほか、地方自治体等と協働して、地域における気運の醸成を図るための取組を実施。 
  ① 県内の団体トップに対し、ひな型を示してメッセージの発信を働きかけ 
  ② 地方自治体・団体から、「年休を取得してでも参加して欲しいイベント・行事」のエントリー募集 
   を行い、労働局HPに掲載（一部自治体からエントリーの応募あり） 

 
【徳島労働局の例】 
 

 ☞ １月１５日、徳島県内の主要労使団体等７団体に対し、県商工労働部長の同行を得て、県と 
  労働局が連名の要請書を手交。（このほか、県内の事業主団体等１６３団体に対し文書要請） 
 ☞  この要請を受けて、徳島県中小企業団体中央会の会長などが会員向けメッセージを発信。 
 ☞  県幹部等の同行を得て、局長が企業を訪問し、連名の要請書を手交。 
 
【上記のほか他局の事例】 
 ・ 県の幹部が同行し、要請書（連名等）を手交（山形、茨城労働局） 
 ・ 事前に記者発表し、県の幹部が同行し、要請書（知事と連名等）を手交（福島、奈良労働局） 
 ・ 都と共同で企業向けパンフレットの作成（予定）（東京労働局） 

地方自治体や労使団体等との連携した効果的な取組 
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都道府県労働局 働き方改革推進本部の主な取組状況 

企業・団体への働きかけについて工夫した取組 

♦ 団体への要請時に、先進的な取組企業が事例説明を行い、具体例を周知 
 
【島根労働局の例】 
 

 ☞ 使用者団体の長に対し、働き方改革の実現に向けた取組に関する要請を行う際に、先進的に 
  取り組む地元企業2社から、具体的な事例を説明してもらい、団体幹部にもより具体的な取組の 
  イメージを共有してもらうとともに、傘下企業へ事例を周知することにより、企業の自主的な 
  取組を促進するよう働きかけを工夫。 
 

♦ 事前に企業訪問を公表し、マスコミを通じてPR 
 
【鳥取労働局の例】 
 

 ☞ 事前に企業の了解を得た上で、労働局長等が地元企業２社を訪問し、働き方改革の取組について 
  企業トップに働きかけを実施することを記者発表。 
   地元企業２社を訪問し、働きかけを行う場面を記者に公開し、その模様が報道された。    
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○ 地域において、関係労使、自治体、ＮＰＯ等が協議会を設置。地域のイベント等に合わせた計画的な年次 
 

 有給休暇の取得を企業、住民等に働きかけ、地域の休暇取得促進の気運を醸成。 
  

＊（平成27年度実施地域） 

 静岡県、島田市・川根本町（静岡県）、人吉市（熊本県）、新居浜市（愛媛県）、秩父地域（埼玉県)、新庄市（山形県） 

 

○ 10月を「年次有給休暇取得促進期間」とし、都道府県、労使団体に対する周知依頼、駅貼り広告、 
 

 ネット広告、メルマガ、労働局等による周知などによる広報を実施。 

年次有給休暇取得促進期間 

（例）平成26年度 
【静岡県の取組】静岡県民の日（８月21日）を中心に広域的取組み 
 

◇ 労務管理の専門家が、県内事業場１４８社へ個別訪問し働きかけ 
◇ ポスター掲示、新聞広告、駅貼り広報、リーフレット配布、静岡県・労使団体 
 広報誌、静岡県・静岡労働局のＨＰ、メルマガ、バナー広告等での周知による広報 
◇ 県内自治体との共催による「ワーク・ライフ・バランス」シンポジウムの開催 
 ・浜松市（10月８日）…150人参加   ・静岡市（11月５日）…360人参加 
  

【人吉市の取組】｢おくんち祭｣（10月９日）が行われる日を重点実施日として取組み 
 

◇ 労務管理の専門家が、地域内事業場７３社へ個別訪問し働きかけ 
◇ ポスター掲示、新聞広告、ラジオＣＭ、メルマガ、リーフレット配布、人吉市・ 
 熊本労働局のＨＰでの周知等による広報 

 
※平成27年度も同様に実施予定 

☞ 具体的な取組内容（平成26年度） 
 

・ポスターの駅貼り広報（940箇所） ・インターネット広告（２週間） 
・厚生労働省メールマガジン、月刊誌「厚生労働」による広報 
・都道府県、労使団体（221団体）に対する周知依頼      など 
 
※平成27年度も同様に実施予定 

地方自治体との協働による地域レベルでの年次有給休暇の取得促進 

県内・地域内事業場 
の６割が、この取組 
が年次有給休暇取得の
きっかけになると回答 

取組後（アンケート結果より） 

1１ 


